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輸入食品に対する検査命令の実施について  

（ベトナム産水産食品）   

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施  

することとしたので、お知らせします。  

対象食品等   検査の項目   経 緯   

ベトナムEASTERN  
国内において赤痢菌による食中毒  

SEACO．，uD．が製造  
事件が複数件発生し、共通食材がベト  

又は輸出した水産食  
赤痢菌（∫カなど肋∫州〝gが2  ナムの同一の業者が輸出した冷凍イ  

ロ＊1  力であることが判明したことから、検   
ロロ  

査命令を実施するもの。   

＊1無加熱で摂取されるもの又は国内において十分な加熱（700cl分またはこれと同等以上）を経た   

上で販売されることが確認できないものに限る。  

＊2赤痢の病原菌。グラム陰性通性嫌気性梓菌の腸内細菌科の一尾（赤痢菌属）に属する細菌の一種。  

＜参考1＞ 本件に関連する国内（福岡市）での赤痢菌による食中毒事件の発生情報  

地小：〃ll≠刷r   
ll＝い：／／l111†Ir．ぐitl・．rllkl10Iia．Ⅰビ．irl／t靂；1lこl／（小川／cltl／3／ヱりJ2／l／It21Ih；lゝヽぐiiヽ，Oukヽ7りILII（汀  

＜参考2＞ ベトナムEASTERNSEACO．，IXD．からの水産食品の輸入実績  

平成19年1月1日から平成20年8月27日：速報値  

届出年次   届出件数   届出重量（トン）   

平成19年   856   

平成20年   84   1，122  



（参考資料1）  

食中毒事件の発生について（第2報）  

（平成20年8月14日 19：45現在）  

8月12日（火）に情報提供した  

食中毒（疑い）の第2報  

アンダーライン部は変更箇所  

1 探知  

平成20年8月9日（土）12時半頃，西区の医療機関から西区保健福祉センター（西保健所）  
に，「食中毒の疑いがある患者を診察し，検便を実施したところカンピロバクターと赤痢菌を検  
出した。」との連絡があった。   

2 概要  
平成20年8月5日（火）に東区内の飲食店で会食した1グループ5名のうち且名が，8月  

7日（木）3時頃から下痢，発熱，嘔吐等の食中毒症状を呈し，うち2名が医療機関を受診した。   

3 摂食者数  
5名（男性3名，女性2名）   

4 症状  
下痢，発熱，嘔吐等   

5 有症者  
3名（男性‥20歳代1名，女性‥20歳代ヱ名）※快方へ向かっている   

6 受診者  
2名（男性：20歳代1名，女性：20歳代1窄，）※入院者はいない   

7 検査   

（1）有症者検便   ‥且検体‥・3検体から赤痢菌を検出  
（医療機関の検便を含め3名から赤痢革を検出）   

（2）従業員検便  ：4検体・・・3検体食中毒菌陰性，1検体検査中   
（3）施設等ふき取り：4検体・・・食中毒菌陰性   
（4）参考品  ：5検体・・・食中毒菌陰性   

芦 原因施設   

（1）営業所所在地：福岡市東区箱崎三丁目15番1号 カルム箱崎   
（2）営業者氏名：草野美貴子  
（3）屋  号：   

（4）業  種：飲食店営業（一般食堂）   

9 原因食品  
上記施設において8月5日（火）、有症者グ′レープに提供された料理  

〔 

ヾ、海鮮サラダ、エビマヨ、枝豆、 

〕   



⊥且 関連施設に対する指導事項   
（1）施設の清掃，消毒の徹底   

（2）食器，器具類の洗浄消毒の徹底   

（3）手洗いの励行   

（4）食材の適正な温度管理   

（5）調理食材の十分な加熱   

（6）調理器具の使い分け   

11 措置処分  
東区保健福祉センター（東保健所）は、以下の理由により、当該施設で提供された食  

品を原因とする赤痢菌による食中毒と断定し、8月15日（金）から1日間の営業停止  
処分とした∩  

（1）有症者3名の共通食は、上記施設で8月5日に提供された料理のみであること。  

（2）有症者3名の検便から赤痢菌が検出されたこと。  

（3）疫学調査の結果、潜伏期間や症状が赤痢菌による食中毒と一致すること。  

〈参考〉福岡市における平成19年及び平成20年食中毒発生状況  

月  口  2  田  4  田  6  ロ  8  田  10  皿  12  計   

（件数）   2    0  0  3    3    3    2    21  
平成19年  

（患者数）  70  36  0  0  10  12  38  4  国  2  43  125  399   

（件数）   0  3    5  2  14  
平成20年  

（患者数）  田  8  0  皿  5  4了  335  田  419   

（注）本件を含まない。   

報道機関の皆様へ   

夏場を迎え日中の平均気温も高くなり，細菌性食中毒が発生しやすい状況が続いてお  

ります。   

報道機関の皆様におかれましては，食中毒予防について，市民の方へ以下の点に注意  

するよう呼びかけていただきますようお願いします。  

○赤痢菌について  

・主な症状：下痢，腹痛，発熱  

・潜伏期間：1～5日（通常3日以内）  

・患者の糞便及び汚染された手指，食品，器物，水等が感染源となる   

【予防方法】  

・手洗いの励行  

・食品は十分に加熱する  

・体調不良者は調理行為を行わない  

・調理器具は熱湯消毒を行う。   



∈ 参考資料 2）  

平成20年食中毒発生状況  

番号  発生月日  発生場所  摂食者数  患者数  死者   原因食品   病因物質   原因施設  摂取場所   

l  1月12日  西区   10   8  0  コース料理   ノロウイルス   飲食店  飲食店   

2  2月17日  博多区   25   8  0  おにぎりセット   
スポーツ施  

黄色ブドウ球菌   
飲食店   設   

3  4月11日  博多区   6  0  不明   サルモネラ属菌  飲食店  飲食店   

4  4月12日  国外   2l   4  0  不明   プレジオモナス・シゲ ロイデス  不明   
不明   

5  4月21日  東区   0  不明   アニサキス   不明   不明   

6   5月2日  早良区   5   5  0  居酒屋料理   
カンピロ′〈クター・ゾ工  
シーユニ／コリ   飲食店  飲食店   

7  6月12日  早良区   7   

カンピロ′くクター・ゾ工  
4  0  焼き鳥コース料理  

ゾユニ／コリ   飲食店  飲食店   

8  6月12日  西区   2   2  0  不明   
カンピロバクター・ゾェ  
ゾユニ／コリ   不明   不明   

9  6月18日  博多区   3  0  コース料理   カンピロバクター・ゾ工  
シーユニ／コリ   飲食店  飲食店   

10  6月18日  西区   不明   32  0  病院職員への提供料理  カンピロバクター。シー工  飲食店  病院  
及び病院給食   ゾユニ／コリ   （病院給食）  その他   

皿  6月28日  博多区   6   6  0  会席料理   腸炎ビブリオ   飲食店  飲食店   

12  7月6日  西区   582   312  0  弁当   腸管毒素原性大l揚菌  飲食店  体育館   

13  7月19日  博多区   35   23  0  コース料理   赤痢菌   飲食店  飲食店   

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

計  712  414  0  
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